
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党野洲市委員会         
２０２３年４月１６日 №４７９ 
 

小菅康子 比江 668-３ （電話・ＦＡＸ）５８９－４９７１ 
工藤義明 小篠原８７９ （電話・ＦＡＸ）５８８－１８５６ 
野並享子 北野１-7-10 （電話・ＦＡＸ）５８７－０９８５ 
東郷正明 比江８６４  （電話・ＦＡＸ）５８９－４１５８   
   日本共産党が見解を発表しましたのでお知らせします。 

共産党野洲市議団 検索 

野洲市の高齢化率は、26.8%（Ｒ５年３月１日現在）です。要介

護認定者は２３７６人（令和３年１０月末現在）で年々増えていま

す。介護が必要になったときサービスを受けられなくてはなりませ

ん。しかし、そうはなっていません。特別養護老人ホームの待機者

は野洲市全体で１０２１人（令和３年：延べ数）にもなっています。 

 

度重なる改悪で保険料は２倍に。介護サービス料
も大幅に引き上げ 
 

介護保険制度が導入され２５年目になりますが、度重なる制度の見

直しで、介護保険料は開始時の約２倍にもなっています。また、介護サ

ービス利用料でも、施設入所の食費・住居費の自己負担化、一定収入

のある人のサービス利用料２割負担、現役並み収入のある人には３割

負担となりました。また制度そのものでは、要支援を介護保険から外

介護保険料の推移 保険料率 
合併前 
2004年 

合併料金統一 
2005年 

第７期 
2018~2020 年度 

第８期 
2021~2023年度 

第１段階 
生活保護。住民税非課税世帯の老齢福祉
年金受給者 

基準額×０．５０ 
中主 20,500 
野洲 19,000 

23,700 35,880 38,820 

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本
人の「合計所得金額＋課税年金収入額」
が８０万円超、１２０万円以下 

基準額×０．７５ 

中主 30,750 
野洲 28,500 

35,550 

53,820 58,230 

第３段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第
１段階、第２段階以外の人 

基準額×０．７５ 53,820 58,230 

第４段階 
本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税
がいる場合）で、本人の「合計所得金額＋課税
年金収入」が８０万円以下の人 

基準額×０．９０ 64,584 69,876 

第５段階 
本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税
者がいる場合）で、４段階以外の人 

基準額 
中主 41,000 
野洲 38,000 

47,400 71,760 77,640 

第６段階 
本人が住民税課税で合計所得が１２０万円
未満の人 

基準額×１．２０ 
中主 51,250 
野洲 47,500 

59,250 
86,112 93,168 

第７段階 
本人が住民税課税で合計所得が１２０万円
以上２１０万円未満の人 

基準額×１．３０ 93,288 100,932 

第８段階 
本人が住民税課税で合計所得が２１０万円
以上３２０万円未満の人 

基準額×１．５０ 

中主 61,500 
野洲 57,000 

71,100 

107,640 116,460 

第９段階 
本人が住民税課税で合計所得が３２０万円
以上４００万円未満の人 

基準額×１．７０ 121,992 131,988 

第１０段階 
本人が住民税課税で合計所得が４００万円
以上６００万円未満の人 

基準額×１．８０ 129,168 139,752 

第１１段階 
本人が住民税課税で合計所得が６００万円
以上１０００万円未満の人 

基準額×１．９０ 136,344 147,516 

第１２段階 
本人が住民税非課税で合計所得が１０００
万円以上の人 

基準額×２．００ 143,520 155,280 

 
（１） 中主町と野洲町の合併当時の保険料の所得区分は５段階でした。現在では１２段階となっています。 

（２） ５段階と現在の１２段階の「所得区分」は、段階によって多少異なります。 

（３） 国の公費投入が行なわれ、第１段階「基準額×０．３０」、第２段階「基準額×０．５」、第３段階「基準額×０．７０」となり、

上記表より減額されます。 

し、今後、要介護１・２も保険から外すことも検討され、さらにケアプラン

有料化やサービス利用料２割負担の対象者拡大や、保険料の納付年

齢の引き下げなども検討されています。 
 

保険料大幅値上げの懸念。２月議会で小菅市議は
「誰もが安心して受けられる制度」を求めました 

 

介護保険会計ではサービス量が増えれば、その負担が介護保険料

にはね返る仕組みとなっています。まさに制度矛盾です。来年４月か

ら「第９期（３年に一度、保険料の改正）」となりますが、このままでは、ま

たもや保険料の値上げは必至です。 

２月定例議会で小菅市議は、「このままでは、保険あって、介護なし

に。こんな事態にならないよう国庫負担割合の引き上げ、保険料や利

用料の減免実施で、安心して受けられる介護保険を」と求めました。 

 

「やす民報」は、しんぶん「赤旗」とともにお届けしています。ぜひお読みください。日刊紙３４９７円、日曜版９３０円、滋賀民報３８０円 

 

 


